
派遣法に基づく情報提供について 

 

三和建設コンサルタンツ株式会社 東京支店 

（ 派 13－302942 ） 

 

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に基づき、以下の項目について 

情報を提供します。 

 

１．対象期間  令和４年度 令和４年７月１日～令和５年６月３０日 

 

２．派遣労働者の数                   ９１人 

 

３．派遣先事業所数                   ３２社 

 

４．労働者派遣に関する料金の平均額       ３５，７３６円 

（1日当たりの料金額（8時間労働として計算）） 

 

５．派遣労働者の賃金の額の平均額        ２５，２４０円 

（1日当たりの料金額（8時間労働として計算）） 

 

６．マージン率                   ２９．４％ 

   当社のマージン率は以下の計算式で算出されます。 

 

               派遣料金の平均額 － 派遣労働者の賃金の平均額 

     マージン率 ＝ 

                      派遣料金の平均額 

参考：マージン率について 

（１） 派遣者賃金には有給休暇取得時の賃金を含みます。 

（２） マージン率の中には教育研修費用、社会保険料等、福利厚生費（有給休暇、健康診断等）

会社運営費等を含みます。 

 

７．教育訓練に関する事項 

種類 対象者 方法 実施主体 費用負担 

新規採用者訓練 新規採用者 OJT 弊社 無 

能力向上訓練 派遣前講習会 OJT 弊社 無 

技術向上訓練 希望者 OJT 弊社 無 

能力向上訓練 希望者 Off-JT 
(公財)高速

道路調査会 
有 

                                           他 

 



 

 

８．その他参考事項（福利厚生など） 

    派遣でご就業していただくに際して、健康保険、厚生年金、雇用保険、企業年金基金に加入 

して頂きます。（条件によっては加入できない場合があります。） 

 

 

９．労働者派遣法第３０条の４第１講の労使協定を締結しているか否かの別等 

   （1）労使協定を締結しているか否か       ：労使協定を締結している 

   （2）労使協定の対象となる派遣労働者の範囲   ：すべての派遣労働者 

   （3）労使協定の有効期間の終期         ：２０２５年３月３１日 

 

１０．キャリアコンサルティングの相談窓口連絡先 

   派遣就業中のキャリアアップ等についての相談がある場合は、状況に応じ、下記の窓口へ 

ご相談ください。 

開発営業部  電話番号 03-5954-2212 


